
１．施設概要

施設名

所在地

サイトＵＲＬ

根拠条例

設置目的(設置時期)

指定管理者名

指定期間 施設所管課

２．総合的な評価

(一体としてのコメント)
　第４期指定期間の４年目である令和６年度は、提案書に定めたミッションに基づき、文化芸術の県民への鑑賞機会
の提供や人材育成、各館のブランディングの強化、地域との連携等に取り組んだ。神奈川県民ホール本館（以下、
「県民ホール」という。）は開館50周年を迎え、「開館50周年記念イヤー」の冠を掲げ大規模オペラ公演などを行
い、利用者は令和５年度比で増加したが、目標値には達しなかった。KAAT神奈川芸術劇場（以下、「芸術劇場」とい
う。）は前年度に公演舞台準備等の影響で利用者数が落ち込んでいたが、その影響がなくなった令和６年度は目標値
を大幅に上回った。一方で神奈川県立音楽堂（以下、「音楽堂」という。）は開館70周年を迎え、「開館70周年記念
週間」と銘打ち特別公演を実施したが利用者は減少し、昨年度に引き続き目標値を下回った。利用者の満足度は前年
度に引き続き３館ともに高評価だったが、収支状況は芸術劇場が補助金の減少やホール公演に係る委託費の増加でマ
イナス、県民ホールと音楽堂ではプラスとなった。
　これらの結果から、３館一体としての３項目評価をＡ評価とした。

　　　　　　　　　　　　総合的な評価の理由と今後の対応

■県民ホール(本館・神奈川芸術劇場)について

　令和６年度は、県民ホール、芸術劇場ともに、提案書に基づいて適切に管理運営が行われた。利用者数は県民ホー
ルが目標値を下回ったものの、対前年度比では両施設ともに増加した。利用者の満足度は令和５年度に引き続き高評
価であり、収支状況も良好であった。結果、利用状況がＢ評価、利用者の満足度はＳ評価、収支状況がＡ評価で、３
項目評価をＡ評価とした。

■音楽堂について

　令和６年度は、提案書に基づいて適切に管理運営が行われた。利用者の満足度は令和５年度に引き続き高評価であ
り、収支状況も良好であった。一方で、利用者数は目標値を大幅に下回った。結果、利用状況がＣ評価、利用者の満
足度と収支状況がＳ評価で、３項目評価をＢ評価とした。
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文化課

県民ホール本館：神奈川県立県民ホール条例
神奈川芸術劇場：同上
音　　楽　　堂：神奈川県立音楽堂条例

県民ホール本館：県民の文化芸術の振興及び福祉の増進を図るため
　　　　　　　　（昭和50年１月）
神奈川芸術劇場：同上
　　　　　　　　（平成23年１月）
音　　楽　　堂：県民の音楽芸術の振興及び福祉の増進を図るため
　　　　　　　　（昭和29年11月）

モニタリング結果報告書
（令和６年度）

県民ホール（本館・神奈川芸術劇場）、音楽堂

県民ホール本館：横浜市中区山下町３－１
神奈川芸術劇場：横浜市中区山下町２８１
音　　楽　　堂：横浜市西区紅葉ケ丘９－２

県民ホール本館：https://www.kanagawa-kenminhall.com/
神奈川芸術劇場：https://www.kaat.jp/
音　　楽　　堂：https://www.kanagawa-ongakudo.com/

公益財団法人神奈川芸術文化財団



◆管理運営等の状況
　提案に基づき、施設の保守点検、清掃、保安警備、管理物品の管理等の業務が行われた。
　音楽堂は令和６年11月４日に開館70周年を迎え、その前後の期間を「開館70周年記念週間」と銘打ち、記念ガラコ
ンサート等を実施した。

◆利用状況
　利用者は前年度比２％減の109,453人であり、目標値である149,400人を大きく下回ったためＣ評価とした。
　昨年度に引き続く目標値割れであり、事業内容のみならず、施設の利用促進など多方面における対策が必要である
と考えられる。

◆利用者の満足度
　音楽堂では令和６年12月と令和７年１月の２か月間にわたり調査を実施した。今回から評価対象を主催／共催公演
の主催者及び来館者に拡大したが、上位２段階の評価が92.6%であったためＳ評価とした。

◆収支状況
　オペラ公演実施等による事業収入、補助金収入等の増加が寄与し、収支比率は105.19%で大幅にプラスとなったた
め、Ｓ評価とした。

◆苦情・要望等
　バリアフリー化など施設に係る要望のほか、座席からの見え方を事前に知りたかったという意見もあった。建物が
重要文化財であるため、施設に係る要望の実現は一定の制限があるが、少しでも改善できるよう指定管理者と協議し
ていく。

◆事故・不祥事等
　令和６年12月１日に外部からのサイバー攻撃被害に遭い、業務に大きな支障をきたした。発生当日に神奈川県警に
通報し、翌日に現場調査が行われた。県では速やかに記者発表を行い、個人情報保護委員会に報告を行った。
　また、契約職員に対する割増賃金の支払いについて、労働基準監督署より是正勧告を受けた。

◆労働環境の確保に係る取組状況
　労働基準監督署から契約職員の割増賃金の算定基準に係る勧告を受けたため、過去３年分の残業手当等を速やかに
支払う対応を行った。

◆管理運営等の状況
　提案に基づき、施設の保守点検、清掃、保安警備、管理物品の管理等の業務が行われた。
　県民ホールは開館50周年の節目の年であり、記念公演やイベントを実施したほか、休館直前の令和７年３月を「あ
りがとう神奈川県民ホール」と銘打ち、50年間の感謝の思いを込めた公演やイベントを実施した。

◆利用状況
　県民ホールは50周年記念イベント等の開催により、前年度比0.6％増の537,864人となった。一方で目標値であった
588,600人には届かず、目標達成率は91.4%であった。
　芸術劇場は前年度に公演舞台準備等の影響で利用者数が落ち込んでいたが、令和６年度は239,210人と例年の水準に
回復し、目標値である211,500人を大幅に上回った。
　以上より、２館の目標達成率は97.0％となったためＢ評価とした。

◆利用者の満足度
　県民ホールでは令和６年12月と令和７年１月の２か月間、芸術劇場では令和６年12月～令和７年２月の３か月間に
わたり調査を実施した。今回から評価対象を主催／共催公演の主催者及び来館者に拡大したが、２館ともに上位２段
階の評価が95％以上であったため、Ｓ評価とした。

◆収支状況
　収支比率を見ると、県民ホールが103.30%、芸術劇場が99.02%であった。２館を合わせた収支比率は101.06%となっ
たためＡ評価とした。

◆苦情・要望等
　県民ホールについては、休館を惜しむ声をいただいた。芸術劇場については、座席からの見え方や公演時の配布物
により生じる雑音について意見をいただいた。芸術劇場ＨＰに掲載しているＫＡＡＴバーチャルツアーを案内したほ
か、配布物については利用者への注意喚起を徹底する等の対応を検討している。

◆事故・不祥事等
　令和６年12月に外部からのサイバー攻撃被害に遭い、業務に大きな支障をきたした。発生当日に神奈川県警に通報
し、翌日に現場調査が行われた。県では速やかに記者発表を行い、個人情報保護委員会に報告を行った。
　また、契約職員に対する割増賃金の支払いについて、労働基準監督署より是正勧告を受けた。

◆労働環境の確保に係る取組状況
　労働基準監督署から、契約職員の割増賃金の算定基準に係る勧告を受けたため、過去３年分の残業手当等を速やか
に支払う対応を行った。

■音楽堂について

＜各項目の詳細説明＞

■県民ホール(本館・神奈川芸術劇場)について



３．３項目評価の結果

＜参考＞
音楽堂 Ｂ Ｃ Ｓ Ｓ

Ａ

３項目評価
(施設別)

３項目評価とは、３
つの項目（利用状
況、利用者の満足
度、収支状況）の評
価結果をもとに行う
評価をいう。

Ｓ：極めて良好
Ａ：良好
Ｂ：一部改善が必要
Ｃ：抜本的な改善が
必要

利用状況
利用者の
満足度

収支状況

(項目６参照) (項目７参照) (項目８参照)

＜参考＞
県民ホール Ａ Ｂ Ｓ Ａ



【神奈川県立県民ホール】

４．定期・随時モニタリング実施状況の確認

５．管理運営等の状況

〔　指定管理業務　〕

月例業務報告
確認

事業計画の主な内容 実施状況等 実施状況に関わるｺﾒﾝﾄ

遅滞・特記事項があった月 特記事項または遅滞があった場合はその理由

なし
遅滞はなかったが、時折、報告に誤りや不足
があり、再提出や修正を求めることがあっ
た。

有 ・ 無

県民ホールは開館50
周年を迎え、施設の老
朽化が課題となる中、
施設の適切な管理運
営、自主事業の実施を
行っていることが確認
できた。

芸術劇場では特定長
期貸館等によりホール
利用率は 97.7％とな
り、多くの質の高い公
演を県民に届けること
ができていることが確
認できた。

令和６年12月にラン
サムウエアによるサイ
バー攻撃により財団情
報システムに大きな被
害が発生した。公演事
業や施設の運営がとま
らないよう対応を行っ
たが、再発防止やシス
テム環境の再構築が今
後の課題となってい
る。

【３館共通事項を含む財団全体
の取組】
○経営方針に基づき、財団が神
奈川の芸術文化の創造と振興に
さらに力を発揮していくため令
和３年に定めた「理念」及び
「創造に挑む」「感動を分かち
合う」「つねに考える」「未来
につなぐ」の４つの「ミッショ
ン」のもと、昨年度に引き続き
指定管理業務や法人運営業務を
実施した。
〇指定管理業務では、第４期
（令和３年度～令和７年度）の
指定管理者選定経緯を踏まえ、
県民ホール、芸術劇場、音楽堂
の３館の指定管理者として、多
彩な芸術文化事業や施設管理運
営業務を適切に実施した。
○芸術文化に関する情報の収集
提供として、情報誌「神奈川芸
術プレス」を発行し、３館や県
域の文化情報を紹介するととも
に、ホームページ・SNSの運営
を行った。

【県民ホール】
〇利用率は、大ホール86.6％、
小 ホ ー ル 85.7 ％ 、 大 会 議 室
80.4％、ギャラリー83.9％で
あった。昨年同様各施設ともコ
ロナ禍以前の水準まで回復し、
入場者数は、537,864人で、令
和５年度実績より増加した。

●管理物件の維持管理に関する業
務

多数の来館者・利用者を迎える
公共施設として、施設・設備を安
定稼働させ、良好な空間を保ち、
また、災害等の緊急時にも迅速に
対応し、来館者・利用者の安全を
確保する。

県民ホール、芸術劇場は、開館
からの経過年数の違いから、必要
な保全の段階も異なっているた
め、それらを適切に管理し、利用
者に安全・快適に利用してもらう
ことが必要である。そのために、
以下２つを基本的な考え方とす
る。

①３館の運営者として標準化した
業務基準・安全基準を持つこと
②開館からの経過や特性の異なる
それぞれの建物・設備を熟知し長
期的視点を持って管理すること

●管理施設の利用承認に関する業
務

令和３年度からの指定期間を機
に、
「各館のブランディングの強化と
３館一体の推進」
「あらゆる人々に開かれた場」

意見交換等
の実施状況

実 施 頻 度 意見交換等の内容

月２回程度
苦情や懸案事項への対応、指定管理業務の対
応、県民ホールの再整備に係る打合せ等

現地調査等
の実施状況

実 施 頻 度 現地調査等の内容

月２回程度
施設の劣化・修繕必要箇所の確認、自主事業
のモニタリング等

随時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにおける
指導・改善勧告等の

有無

指導・改善勧告等の内容



「地域との連携の強化」
「厳しい経済環境への対応」
の実現につながるよう取り組む。

利用料収入は236,383千円で、
令和５年度を下回ったが、休館
前の主催共催事業の実施に伴う
公演数増加によるものである。
休館前最終年度においても高い
利用率と入場者数を維持した。
〇主に老朽化による設備の障害
発生頻度が高く、エレベーター
の不具合、会議室や小ホール内
のアンプの不具合、休館直前に
も施設内で雨漏りが発生するな
ど、催事に影響を及ぼしかねな
い状況もあったが、迅速に対応
し３月最終日まで慎重に施設設
備管理等を行った。
〇利用者ニーズに応え、多様化
する催し物の特性に合わせて利
用時間や南口玄関の開扉時間を
柔軟に運用するなどサービスの
向上に努めた。
〇会場案内は、子どもから高齢
者、障がいのある方々など様々
な来場者にきめ細やかな対応を
行い、高齢者や足の不自由な方
に対しての業務用エレベータに
よる案内や、大ホール主共催公
演での３階席へのエレベータの
直通運転を継続して行った。

《県民ホールの施設を活用する
収益事業》
〇公益目的の利用が見込まれな
い場合は、大・小ホール、会議
室の機能を生かした各種大会、
講演会、会議等の利用を促し、
その収益を公益目的事業の財源
に充当した。

《駐車場の運営等》
〇自動車来館者のための駐車場
の管理運営業務を行った。障が
い者対応として、引き続き来館
の際の事前予約を実施し、サー
ビスの向上を図った。

【芸術劇場】
〇安全・安心に観劇ができる取
組を維持しつつ、コロナ禍から
の脱却をはかり、以前と変わら
ぬ観劇環境をつくることができ
た１年となった。ホール利用率
は97.7％の高さで推移し、年間
総入場者数もコロナ禍以前の水
準に復調した。
〇劇団四季の特定長期貸館では
７年ぶりにミュージカル「オペ
ラ座の怪人」を迎え、連日の大
盛況で11万人超の集客となり、
鑑賞機会の提供と賑わいをもた
らした。



●音楽、演劇、舞踊その他の舞台
芸術及び美術の振興に関する業務

神奈川芸術文化財団は、４つの
ミッション
「創造に挑む」
「感動を分かち合う」
「つねに考える」
「未来につなぐ」
を柱とした芸術文化事業を展開
し、県民の方々へ上質で豊かなプ
ログラムを提供するとともに、参
加していただくなどの

〇ホールではバルコニー席や３
階席からの舞台の見え方につい
てお客様からご意見をいただく
ことが大変多かったため、４月
より「KAATバーチャルツアー
（360°VR体験）」という劇場
空間の３Ｄウォークスルーを
ホームページで閲覧できるシス
テムを導入した。事前に座席か
らの見え方を簡単にWeb上で確
認でき、チケット購入の検討に
も役立てるため大変好評を博
し、座席に関する問い合わせの
数が大幅に減少するなど大きな
効果をもたらした。
〇施設の維持管理では、主要な
委託業務を近接する県民ホール
と一体的に運用することで効率
化に努め、利用状況に対応した
設備点検計画を作成し、効率的
な業務実施体制を整備した。
ホール吊物機構や舞台照明・音
響設備の更新の時期となり、
ホールを半月程度、大スタジオ
を１ヵ月半閉め、県と綿密に連
携を取りながら部品交換等の改
修を行い、快適な劇場空間の維
持に努めた。

《芸術劇場の施設を活用する収
益事業》
〇令和６年度は、学術会議や講
演会などの公益目的以外の一般
利用はなかった。

《駐車場の運営等》
〇地下駐車場の管理運営を行っ
た。駐車場構内や自動二輪駐輪
場の写真をホームページに掲出
し、屋内駐車場であることの安
心感等をアピールし、周辺の屋
外コインパーキングとの差別化
を図るとともに、当日上限料金
の適用などを継続し利用促進に
努めた。

【県民ホール】
芸術文化事業は13事業／42演目
（48公演）・11企画（13回）・
７展覧会、入場者数等は63,472
人。開館50周年を迎えるにあた
り、開館50周年記念シリーズと
して多彩な公演、美術展、講座
等を実施した。
〇大ホールでは、神奈川県民
ホール開館50周年記念オペラシ
リーズVol.２オペラ「ローエン
グリン」を上演。



活動を通し、社会や地域に創造性
や活力が育まれることを目指して
いく。

令和３年度より新たに社会連携
ポータル部門を設置し
①専門人材育成プログラム
②学校教育へのアプローチ
③あらゆる人々が芸術文化に親し
めることを目指すインクルーシブ
アプローチ
④地域との連携強化
の４つの機能を強化する。

企画段階で掲げてきた目標「当
ホールプロデュースによる新し
い舞台芸術を創作すること」
「神奈川県民および日本全国に
本事業を発信すること」「若い
才能を起用し人材育成を行うこ
と」に対し、創作の過程と公演
を通じて、一定の成果をあげる
ことができた。現代音楽公演の
集客としては珍しい、２日間で
2,000人に迫る集客を達成し、
主演の女優・橋本愛が、表現者
としての底力を見せ、大胆な発
声による熱演で評論家等の専門
家も含めた来場者の大きな反響
を呼んだ。
〇ほかオープンシアターの企画
として、バレエ公演「くるみ割
り人形」を、未就学児に適切な
約60分のハイライト版で届け
た。
また、世界トップレベルの気鋭
のダンスカンパ二ーＮＤＴの５
年ぶりの日本ツアー、例年人気
の高い「ファンタスティック・
ガラコンサート」等、国内外で
活躍する一流アーティストによ
る上質な舞台芸術に触れる機会
を創出した。
〇 小 ホ ー ル で は 、 「 Ｃ ×
（シー・バイ）」シリーズを中
心に展開。
国内外で活躍する作曲家・酒井
健治の最新作とドビュッシーの
傑作との競演が楽しめる「Ｃ×
Ｃ（シー・バイ・シー）」、中
田恵子オルガン・アドバイザー
監 修 の も と 「 Organ's 50th
Birthday!」をはじめとするオ
ルガンの多彩な魅力を楽しむ
「Ｃ×Organ（シー・バイ・オ
ルガン）」、大塚直哉が音楽監
督 を 務 め る 「 Ｃ × Baroque
（シー・バイ・バロック）」を
上演。小ホールならではの空間
で音楽を身近に感じる場を提供
した。
休館前最終月３月には６人の作
曲家が県民ホールのために委嘱
作曲した作品を一挙にお届けす
る「オルガン委嘱作品コンサー
ト」を集大成として実施したほ
か、楽器に触れたことがない方
でもオルガン演奏が体験できる
「オルガンチャレンジスペシャ
ル！」を開催し、さまざまな世
代に惜しまれつつオルガン公演
のフィナーレを締めくくった。



〇舞台芸術講座として２企画を
実施。
青島広志によるシリーズ講座で
は少女漫画をテーマとした講座
を開催、漫画界の巨匠・水野英
子氏をゲストに迎えてトークを
交えたレクチャーコンサートを
実施した。オペラ「ローエング
リン」の関連講座として、県民
ホール６階の英一番館にて、作
曲家サルヴァトーレ・シャリー
ノやオペラ「ローエングリン」
の魅力についての講座を開催
し、会場参加とオンライン視聴
参加でより多くの方に受講いた
だいた。
〇ギャラリーでは、神奈川県美
術展に加え、オープンシアター
にて、プロ・アマを問わず夢中
で創作する人たちを紹介する
「みんなの空き地」を開催し、
それぞれの施設への愛着を喚起
させることとなった。
企画展は「眠れよい子よ よい
子の眠る／ところ」を開催。
「場」というコンセプトに「よ
い子」「眠る」をキーワードと
して、５人の現代作家が現代美
術として表現を展開した。即興
パフォーマンスやドラマリー
ディングの関連企画を併せて打
ち出し、現代美術への理解を深
めた。

〇県域では、神奈川県美術展の
巡回展を鎌倉芸術館で実施し、
受賞作品および鎌倉市周辺の入
選者を中心とした作品を展示
し、美術に親しむ機会を拡げ
た。
〇昨年度に引き続き、社会連携
ポータル部門との連携によりイ
ンターンシップの受け入れを実
施し、今年度は新しい取組とし
て、オルガン・アドバイザー・
中田恵子によるオルガン・レク
チャーを開催した。

【芸術劇場】
19事業／32演目（178公演）・
36企画（93回）・１展覧会を実
施。入場者数等は44,416人（国
内各地で開催した巡回公演を除
くと35,127人）。
長塚圭史芸術監督の４年目とし
て、引き続き劇場を「ひらい
て」いくこと、豊かなプログラ
ムを提供する枠組みとしてシー
ズン制を設けること、創作環境
と劇場の未来を考えること、の
３つの方針を掲げ、多様な作品
制作と発信に取り組み、



大きな成果を生んだ１年となっ
た。
〇令和４年の初演で高く評価さ
れ再演を待望する多数の声を受
けた作品「ライカムで待っと
く」を、プレシーズンの５－６
月に満を持して再創作、上演。
沖縄の過去、現在、未来を演劇
ならではの手法で描き、芸術劇
場だけでなく、九州沖縄での上
演も実現し、公共劇場から社会
への問いかけを観客と共有する
機会となった。
〇キッズ・プログラムでは、新
進気鋭の劇作家・演出家である
加藤拓也の作・演出により、
「らんぼうものめ」の創作上演
を行った。上演後に「らんぼう
ものめのちいさな美術館」と題
したバックステージツアーで、
子どもたちが演劇や舞台表現を
身近に感じられる機会を提供し
た。
また、コロナ禍で途絶えていた
海外からの招聘を「ペック」の
上演で成功させた。
〇９月からのメインシーズンで
は『某（なにがし）』をシーズ
ンタイトルとし、そこから想起
される多様な上演を行った。
〇開幕の「リア王の悲劇」は、
藤田俊太郎演出により、芸術劇
場＜ホール＞ならではの劇場空
間を造形して上演され、主演の
木場勝己が読売演劇大賞の最優
秀男優賞と大賞を、演出の藤田
俊太郎が芸術選奨演劇部門・文
部科学大臣新人賞を受賞するな
ど、高い評価を受けた。
〇国際共同制作「品川猿の告白
Confessions of a Shinagawa
Monkey」は、日英の俳優・ス
タッフが４つに組んでの協働に
より、出色の成果と高い評価を
受け、出演者の一人、那須凜が
紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞し
た。
２月～３月にはスコットランド
でも上演を行い、絶賛を博し
た。
今後、世界各地での上演も計画
されており、神奈川から世界へ
の文化芸術の発信となる。
〇今作は、長塚芸術監督の下で
取り組んでいる「カイハツ」プ
ロジェクトから、３年をかけて
育った企画で、今後の作品制
作、人材育成、国際交流のモデ
ルとなる事業となった。



〇このほかに、韓国国立現代舞
踊団との国際共同制作ダンス作
品「黙れ、子宮」や、コンテン
ポラリーダンスとサイエンスの
共演「まだここ通ってない」、
若手実力派の劇作家、山本卓卓
による書き下ろし戯曲の上演
「愛と正義」など、芸術劇場な
らではの同時代的な上演が続
き、多様な鑑賞ニーズに応える
ものとなった。
〇継続的に取り組んでいる
「KAAT EXHIBITION」では、南
条嘉毅によるインスタレーショ
ン「地中の渦」を実施した。横
浜の地中に埋まっていた遺物や
過去の生活具による展示は、堆
積する時間を感じさせる､シア
トリカルな美術展となった。
〇横浜国際舞台芸術ミーティン
グ2024(YPAM2024)では様々な作
品が上演され、特に、ドイツの
振付家リチャード･シーガルと
日本体育大学のコラボレーショ
ン「集団行動」は、舞台芸術の
領域を広げる身体表現として、
観客の強い関心を集めた。また
前 述 の 「 品 川 猿 の 告 白
Confessions of a Shinagawa
Monkey」「黙れ、子宮」は、
YPAMの時期に合わせて上演をお
こない、海外からの舞台芸術関
係者へ紹介する機会となった。
〇長塚芸術監督の掲げる「ひら
かれた劇場」を目指す取組も成
果を上げた。監督自身の演出作
品「花と龍」では、元町SS会な
ど近隣地域との協働により舞台
上に屋台を出現させ、客席も巻
き込む演出や熱演も相まって、
観客に驚きと笑顔を届け、地域
との繋がりを感じる場となっ
た。同演目では、「やさしい鑑
賞回」と題し、従来の劇場空間
での芸術鑑賞に不安がある方々
も安心して鑑賞できる上演も行
い、インクルーシブネスの向上
への新たな挑戦となった。

【社会連携ポータル部門】
〇社会連携ポータル事業
（県民ホール、芸術劇場、音楽
堂の３館共通の取組であり、各
施設の芸術文化事業と重複した
項目も再掲）



財団のミッション「感動を分か
ち合う」「未来につなぐ」の達
成のため、専門人材育成プログ
ラム、学校教育へのアプロー
チ、あらゆる人々が芸術文化に
親しめることを目指すインク
ルーシブアプローチ、地域との
連携を強化する機能の４つのア
プローチで、各館事業と協働し
取組を進めた。
令和６年度は、これまでの３年
間の取組を継続しつつ、鑑賞サ
ポートを軸としたインクルーシ
ブアプローチや人材育成の領域
において新たな試みを行うな
ど、取組の拡大や発展を目指し
て活動を進めた。
またこれらの新たな試みや鑑賞
機会が少ない子どもたちの公演
への招待の中で、地域のさまざ
まな団体と協力し、連携を進め
ることができた。
社会や地域の課題解決に向け
て、芸術文化や文化施設に求め
られている役割は大きく、誰も
が芸術文化に親しむことができ
る環境構築の必要性は増してい
る。県民ホールの休館に伴い、
財団がより積極的に県民にアプ
ローチする機会が増えることが
想定される中、引き続き社会と
芸術をつなぐ窓口＝ポータルと
なるべく、当部門に望まれる役
割、活動を模索していこうとし
ている。
① 専門人材育成プログラム
・舞台芸術・劇場運営分野の専
門人材育成
・インターン・研修生受け入れ
・教育機関との連携による人材
育成
②学校教育へのアプローチ
・教育現場へのアプローチ
③あらゆる人々が芸術文化に親
しめることを目指すインクルー
シブアプローチ
・あらゆる人々が芸術文化を楽
しむことができるための鑑賞サ
ポート提供などの取組
④地域との連携（県域ネット
ワーク等）
・神奈川県全体の広域的なネッ
トワーク化をすすめ、芸術文化
の情報交換のハブとして機能す
る取組

【芸術文化に関する情報の収集
提供】
〇情報誌「神奈川芸術プレス」
を９月と３月の２回発行した
（※）。

●その他設置目的を達成するため
の業務



読者に芸術文化への親しみをよ
り感じてもらうため、内容は財
団の主催事業に限らず企画し
た。県域の芸術文化情報、文化
施設の取組、様々な領域のアー
ティストへのインタビュー、舞
台芸術の世界を支えるスタッフ
の紹介などバラエティに富む内
容で発行した。また芸術文化と
社会の架け橋になる取組として
社会的関心の高いインクルーシ
ブ関連の事例についても昨年度
に引き続き紹介した。
・９月発行号では開館50周年を
迎えた県民ホールをテーマにと
りあげ、アーティストをはじめ
これまでホールに関わってきた
多方面の方に取材を行い、幅広
い読者層に訴求できた。
※３月発行号については、令和
６年12月に発生した外部からの
サイバー攻撃の影響により、発
行内容と時期を変更し、WEB版
のみを令和７年５月に公開し
た。
配架は県内の公共施設、駅広告
ラックや書店、音楽教室などを
中心に、県域全体に行き渡るよ
う配慮した。アンケートも実施
しているため、読者のニーズを
分析し、今後の配架場所や冊子
内容にも生かしていく。紙面と
同時に制作しているウェブ版に
ついては、より広い読者に届け
ることができるようSNSによる
発信も強化していく。

【チケットかながわの運営及び
団体販売等の促進】
〇県民ホール・芸術劇場・音楽
堂で開催される主催、共催、提
携、貸館公演等のチケット販売
を行うためにチケットセンター
の運営、併せて主催公演の票券
管理補助業務を実施。インター
ネットと電話による通信販売,
３館での窓口販売を行った。
電話販売においては、単にチ
ケットを販売するだけでなく、
公演や会場周辺に関する情報の
提供、会場のアクセス情報、各
種セット割引等の案内、各種鑑
賞サポートの案内、インター
ネットによる購入方法の説明な
ども行い利用者サービスの向上
を図った。
〇令和５年度からは、すべての
主催公演においてチケットレス
に対応している。



〇主催公演チケットの販売促進
の一環として、各種団体・会員
組織向けのインターネットを利
用した割引販売を継続して行っ
た。

【かながわメンバーズの運営】
〇芸術文化の普及、鑑賞機会の
提供の拡充を目指し、インター
ネットを利用して24時間チケッ
トの予約・購入が可能な無料の
会員登録制度「かながわメン
バーズ（KAme）」を運営し、情
報提供やサービス提供を行っ
た。
〇２週間に１回の定期メールマ
ガジン配信（※）及び随時行う
臨時配信による最新のチケット
発売情報などの提供とともに、
会員限定の先行予約サービスを
実施した。令和６年度のかなが
わメンバーズ新規登録者数は
14,761人、年度末時点での会員
総数は147,610人。
※ 令和６年12月に発生した外
部からのサイバー攻撃の影響に
より通信環境が制限されている
ことから12月および令和７年１
月は配信を中止。２月に臨時配
信を２度行った。
【資金調達活動】
事業や広報活動等の一層の充実
のため、国庫補助金や助成金な
ど外部資金の獲得に努め、さら
に広く当財団の活動趣意に賛同
いただける企業・個人からの支
援をいただくための活動を行っ
た。
〇文化庁等の補助金・助成金の
確保
文化事業、広報活動及び人材育
成等の充実を図るため、日本芸
術文化振興会（文化庁「劇場・
音楽堂等機能強化推進事業」）
補助金、一般財団法人地域創
造、民間の助成団体等、助成金
の確保に積極的に努めた。
〇賛助会員制度の運営
・賛助会員の新規入会や継続に
ついて積極的に働きかけ、年間
を通じた財団運営や事業制作に
対して、多くの法人・個人の方
よりご寄付をいただいた。
・賛助会員への特典として主催
公演への招待、館内芳名
板・ホームページ・配布プログ
ラム等への芳名掲載、「神奈川
芸術プレス」送付、KAmeメール
マガジン配信、チケットの割引
販売、会員限定イベントへの招
待などを行った。



〔　参考：自主事業　〕

事業計画の主な内容 実施状況等

【県民ホール】
大ホールでは主催公演を中心にロビーのド
リンクカウンターで飲食物の販売を行っ
た。また小ホール入り口脇の喫茶では貸館
利用日も含め、小ホール公演のある日は積
極的に営業をしてもらうよう努め、来場者
に快適な鑑賞体験を提供した。

【芸術劇場】
コロナ禍でしばらく停止していたビュッ
フェサービスを、劇団四季公演より再開。
飲食エリアがほしいという来場者層のニー
ズにも応えることができた。

リフレッシュ・サービス
（実施目的）
　主催事業公演等の開催時に、来館者サービス
としてホール内ビュッフェやロビー等で飲食物
等の販売を行い、開場時間や休憩時間も快適、
楽しく過ごしていただくことなどのほか、劇場
を親しみやすい空間とする取組

〇その他協賛金等の獲得
賛助会員による年間を通した支
援とは別に、公演や事業を特定
した協賛、財団が主催する事業
全般への寄付、各種広報媒体へ
の広告等、様々な手法による支
援をいただいた。またオンライ
ン小口寄付を芸術劇場、音楽堂
で実施し、その他の寄付等と合
わせて多くの個人の方より御支
援をいただいた。



６．利用状況

目標値の設定根拠：

利用者数の算出方法（対象）：

※原則は人数だが、施設の状況等により変更可能。単位を変更した場合はその理由

主催事業は指定管理者が確認、共催・提携・貸
館事業は主催者からの報告による（対象者：施
設への来館者、利用者）

目標達成率
県民ホール

100.9% 102.2% 91.4%

目標達成率
芸術劇場

＜備 考＞

経営改善目標（第６次経営改善計画内）

対前年度比
芸術劇場

84.1% 132.2%

130.8% 96.2% 113.1%

目　標　値
県民ホール

457,800 523,200 588,600

目　標　値
芸術劇場

164,500 188,000 211,500

215,112 180,930 239,210

対前年度比
県民ホール

評価 ≪評価の目安≫
目標値を設定し目標達成率で、Ｓ：110％以上　Ａ：100％以上～110％未満　Ｂ：
85％以上～100％未満　Ｃ：85％未満

Ｂ

前々年度 前年度 令和６年度

利用者数※

県民ホール
461,853 534,789 537,864

115.8% 100.6%

利用者数※

芸術劇場



７．利用者の満足度

〔 サービス内容の総合的評価 〕

質問内容

実施した調査の配布方法 回収数／配布数 ／ ＝

配布(サンプル)対象

(複数回実施した場合は、平均値を記載。)

回答率の
対前年度比

県民ホー
ル本館

神奈川芸
術劇場

50.0% 50.0%

＜備 考＞
本質問に対する有効回答数は1,448件であったが、全体の回収数は1,568件であった。
令和５年度は貸館利用者（公演主催者）のみのアンケート結果を指標としていたが、今回はそれに
来館者のアンケート結果も加えたため、回収数、配布数ともに大幅に増加している。

19 1

主催／共催公演の主催者及び来館者

778

合計

神奈川芸
術劇場

1 1 2

県民ホー
ル本館

95.0% 5.0%

評価 ≪評価の目安≫
「満足」（上位二段階の評価）と答えた割合が、Ｓ：90％以上　Ａ：70％以上～90％
未満　Ｂ：50％以上～70％未満　Ｃ：50％未満
※評価はサービス内容の総合的評価の｢満足｣回答割合で行う。Ｓ

満足度調査の
実施内容

協定に定めた調査内容 実施結果と分析

（１）簡易アンケート
　管理施設の窓口等に常時
用紙を備え、管理施設の利
用者等に対して、簡便な方
法で常時実施するアンケー
ト
（２）詳細アンケート
　年１回、時期を定めて、
より詳細な質問項目のアン
ケートを管理施設の利用者
等へのアンケート用紙の配
布及び管理施設ホームペー
ジにおいて実施し、結果を
分析するアンケート

【県民ホール本館】
　有効回答数は670件であった。
「施設を利用した全体的な印象」に
ついて90％超が「満足」「どちらか
といえば満足」と回答しており、概
ね評価していただいていることが分
かる。
【神奈川芸術劇場】
　有効回答数は778件であった。
「施設を利用した全体的な印象」に
ついて90％超が「満足」「どちらか
といえば満足」と回答しており、概
ね評価していただいていることが分
かる。

670

主催者：今回、施設をご利用いただいた全体的な印象をお聞かせください。
来館者：施設の運営や管理についての全体的な印象についてお聞かせくださ
い。

用紙配布・ＷＥＢ 1,568 23,744 6.6%

前年度の
回答数

神奈川芸
術劇場

625

神奈川芸
術劇場

160.7% 38.8%

54.0% 916.4%

神奈川芸
術劇場

80.3% 19.4% 0.1% 0.1%

20
県民ホー
ル本館

前年度回答率

満足
どちらか
といえば

満足

どちらか
といえば

不満
不満

サービス内容の総合
的評価の回答数

県民ホー
ル本館

344 307 17 2

151 1 1

回答率

県民ホー
ル本館

51.3% 45.8% 2.5% 0.3%

満足、不満に回答
があった場合はそ

の理由



８．収支状況

〔　指定管理業務　県民ホール本館　〕 (単位:千円)

(単位:千円)

/ / /

＜備 考＞
（前々年度・当初予算）事業収入：52,337、補助金等収入：24,500　等
（前々年度・決算）事業収入：47,235、受託収入：23,500、補助金等収入：37,065　等

（前年度・当初予算）事業収入：32,016、補助金等収入：31,650　等
（前年度・決算）事業収入：33,686、受託収入：39,000、補助金等収入：29,201　等

（令和６年度・当初予算）事業収入：48,060、補助金等収入：22,950　等
（令和６年度・決算）事業収入：53,585、雑収入：20,469、補助金等収入：18,792　等

0

1,076,548 0

987,385

252,604 147,757
備考の
とおり

当初
予算

626,821 247,000

224,768
備考の
とおり

1,089,189 1,054,351 34,838 103.30%決算

626,821 1,043,739 -16,557

1,005,832 1,067,873 94.19%

当初
予算

623,978 968,222

236,383

当初
予算

628,038 247,000 201,510
備考の
とおり

1,076,548
令
和
６
年
度

628,038

※支出に納付金が含まれる場合、その内数

令和６年度 前年度 前々年度

備考の
とおり

987,385

1,027,182決算 98.41%

0

前
々
年
度

前
年
度

決算 623,978 233,230 148,624
備考の
とおり

-62,041

230,000 114,244
備考の
とおり

968,222

113,564

評価 ≪評価の目安：収支差額の当初予算額が０円の施設≫
収入合計／支出合計の比率が、Ｓ(優良)：105％以上　Ａ(良好)：100％～105％未満
Ｂ(概ね計画どおりの収支状況である)：85％～100％未満　Ｃ(収支比率に15％を超え
るマイナスが生じている)：85％未満Ａ

収入の状況 支出の状況 収支の状況

指定管理料 収支比率利用料金 その他収入
その他収入
の主な内訳

収入合計 支出 収支差額



〔　指定管理業務　神奈川芸術劇場　〕 (単位:千円)

(単位:千円)

/ / /令和６年度 前年度 前々年度

100.09%

1,295,651 0

190,637 433,018
備考の
とおり

1,289,272

662,242 190,701 426,978
備考の
とおり

1,279,921 1,279,921

662,242 191,647 394,964
備考の
とおり

1,248,853 1,247,715

備考の
とおり

1,131,734 1,131,734 0

1,138

当初
予算

659,078 203,000 269,656

決算

指定管理料

令
和
６
年
度

支出の状況 収支の状況

1,280,919 8,353 100.65%

※支出に納付金が含まれる場合、その内数

0

利用料金 その他収入
その他収入
の主な内訳

収入合計 支出 収支差額 収支比率

収入の状況

前
々
年
度

当初
予算

665,617 175,565 454,469
備考の
とおり

1,295,651

前
年
度

当初
予算

決算 665,617

＜備 考＞
（前々年度・当初予算）事業収入：341,487、補助金等収入：51,200　等
（前々年度・決算）事業収入：281,663、補助金等収入：65,156　等

（前年度・当初予算）事業収入：243,735、補助金等収入：73,550　等
（前年度・決算）事業収入：231,103、補助金等収入：47,743　等

（令和６年度・当初予算）事業収入：135,834、補助金等収入：54,550　等
（令和６年度・決算）事業収入：161,188、補助金等収入：39,048　等

決算 659,078 217,965 270,062
備考の
とおり

1,147,105 1,158,455 -11,350 99.02%



〔　合計　指定管理業務　〕 (単位:千円)

(単位:千円)

/ / /

前
々
年
度

当初
予算

1,289,595 0

収入の状況 支出の状況 収支の状況

指定管理料 利用料金 その他収入
その他収入
の主な内訳

収入合計 支出 収支差額 収支比率

405,565 568,713
備考の
とおり

2,263,873 2,263,873

決算 1,289,595 423,867 581,642
備考の
とおり

2,295,104 2,348,792 -53,688 97.71%

前
年
度

当初
予算

1,289,063 437,701 540,542
備考の
とおり

2,267,306 2,267,306 0

2,208,282 2,208,282 0

決算 1,289,063 444,251 542,721
備考の
とおり

2,276,035 2,291,454 -15,419 99.33%

※支出に納付金が含まれる場合、その内数

令和６年度 前年度 前々年度

＜備 考＞
（前々年度・当初予算）事業収入：393,824、補助金等収入：75,700　等
（前々年度・決算）事業収入：328,898、補助金等収入：102,221　等

（前年度・当初予算）事業収入：275,751、補助金等収入：105,200　等
（前年度・決算）事業収入：264,789、補助金等収入：76,944　等

（令和６年度・当初予算）事業収入：183,894、補助金等収入：77,500 等
（令和６年度・決算）事業収入：214,773、補助金等収入：57,840　等

決算 1,287,116 454,348 494,830
備考の
とおり

2,236,294 2,212,806 23,488 101.06%

令
和
６
年
度

当初
予算

1,287,116 450,000 471,166
備考の
とおり



９．苦情・要望等 該当なし

2 件

件
件
件
件

※指定管理者に起因するものを記載。その他、苦情・要望への対応を行ったものを記載。

要望
苦情

4 件

【芸術劇場】
〇会場内で飲食物の販売をしてほ
しい。
○広い女子トイレが上階なのはと
ても不便。階段も狭い。この先年
を重ね足が不自由になったら不
便。
〇ロッカーを増やしてほしい。
〇ホール公演終演後の動線が限ら
れるための混雑が緩和されるとよ
い。
〇バルコニー立ち見、３階席前列
は観劇に向かない。舞台が見えな
いので席を作った意味がない。

〇コロナ禍で中止して
いたビュッフェ稼働を
主催公演では再開し
た。貸館利用で
も主催者の要望に合わ
せながら稼働してい
く。
〇エスカレータや広い
階段もあるので、場内
案内を丁寧に行ってい
く。
〇スーツケース等大き
なお荷物は受付で声か
けして係員がお預かり
している。今後も現場
での対応を丁寧に行っ
ていく。
〇終演時はホールから
アトリウムを経ずに大
人数が直接建物外に出
られる広い階段を開放
している。今後も混雑
状況を見ながら活用し
ていく。
〇特定のお席からは舞
台が見えにくいことの
周知、低額料金の設定
などを公演ごとに心が
け、ホール内のどの席
からどのように舞台が
見えるか３Ｄ映像で体
験できるホームページ
内の「KAATバーチャル
ツアー」のご活用をい
ただいている。

事業内容

その他

【芸術劇場】
〇チラシ、パンフレット配布用の
ビニール袋はガサガサ音がするの
でやめてほしい。配布するなら開
演前に注意喚起をしてほしい。
〇県民ではまだ知らない人も多
い。もっと劇場の良さをアピール
してもよい。

〇今後の注意喚起等検
討。
〇さらなる広報、現在
も行っている県民割等
の努力を継続。

分野 報告件数 概要 対応状況

施設・設備

要望

職員対応

【県民ホール】
〇休館を惜しむ声（多数）
〇また小ホールのオルガンが聴け
ることを願う。

要望
苦情

2 件

〇これまで県民ホール
の指定管理者を担って
きた知見を持つ財団と
して、県民ホール再整
備の検討にむけて、県
に対して意見を伝えて
いく。



10．事故・不祥事等 該当なし

発生日

令和６年
12月１日

①発生時の詳細な状況
②県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
③その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
⑤原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記入）
⑥記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

①＜外部からのサイバー攻撃＞
令和６年12月１日（日）：財団サーバが外部からのサイバー攻撃を受け、サー
バーに保管していたデータが暗号化され使用不能になる事態が発生した。
同日午前２時32分：サーバの管理者（財団から受託を受けている事業者）が、
サーバ内に発生した異常を検知したため調査するとともに、復旧対応。
同日午前９時57分：復旧に至らず、サーバを遮断。
同日午後２時25分：サーバの管理者からランサムウェアに感染した可能性が高
いとの報告を財団が受けた。
②発生当日に県文化課に状況を報告し、翌日以後神奈川県警に被害を届け出、
以後並行して県のデジタル戦略本部室に報告、相談しながら対策を進めた。
③サイバー攻撃直後から、セキュリティ対策の観点から外部とのインターネッ
トを介した通信を遮断しながら、通常の貸館利用、主催公演等の業務について
は極力中止等を行わないよう業務を進めた。
　現在は、暫定的ながら相当のセキュリティを施した端末を新たに配備するな
ど、外部との通信を確保し、不自由な中でも通常の業務に対応している。ま
た、並行して、外部有識者も交え、強固なセキュリティ対策を施した新たなシ
ステムの構築に向けて取り組んでいる。
④発生当日から状況の説明と理解を求める発信を各施設のホームページ、ＳＮ
Ｓ等で行い、利用者に対しては口頭で各担当職員が状況を説明し、クレームに
はいたっていない。
⑤財団の負担において、専門業者に相談しながら、原因調査中である。
⑥令和６年12月２日（月）県政記者クラブにて記者発表。記者発表資料は以後
下記のとおり県のホームページに記載。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/prs/r8670184.html

①＜労働基準監督署からの指摘とその対応について＞
　財団本部と県民ホールの両事業所を対象に、令和７年１月に受けた労働基準
監督署の調査の結果、２月12日に、次の項目について３月21日までに是正する
よう是正勧告書を受け取った。
１． 法違反により是正勧告された事項
１）労使協定がないにもかかわらず財形貯蓄費用を賃金から控除して支払って
いること。※県民ホールのみ指摘
２）支給額が確定している年俸額のうち一部を割増賃金の基礎となる賃金に算
入していないこと。（不足額については、令和６年５月１日に遡及して支払う
こと。）
３）労働者各人別に賃金台帳に、深夜労働時間数を記入していないものがある
こと。
４）定期健康診断の結果、異常の所見が認められた者の健康を保持するために
必要な措置について、医師の意見を聴いていないこと。
２. 改善指導を受けた事項
　労働時間の把握方法として自己申告制を採用しているが、自己申告された労
働時間と実労働時間とが合致しているか否かについての実態調査を行っていな
い。ついては労働時間の適正な把握に向けた方策を講ずるとともに、その結果
及び実行後１ヶ月間の労働時間管理の状況について、報告すること。
　また始業・終業時刻の確認及び記録について、使用者が自ら、タイムカー
ド、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確
認し、適正に記録することができないか、併せて検討しその結果を報告するこ
と。
②２月13日、県文化課に報告。
③是正勧告を受けた事項に対し、職員代表を交えた検討、及び顧問社労士等と
も相談の上、具体的是正・改善内容を「是正報告書」としてまとめ、３月21日
に労働基準監督署に提出した。

令和７年
２月12日



※随時モニタリングを実施した場合は必ずその内容を記載。

※過去に発生したものでも、新たな対応等を実施した場合には、その内容を記載。

※なお、大きな事故・不祥事について改善勧告を行わなかった場合は、その理由を併せて記載。

11．労働環境の確保に係る取組状況

※指摘事項は、県による監査（包括外部監査含む）又は労働基準監督署によるものとし、有とした場合は備考欄に
概要を記載。

職員の配置体制 無

労働時間 無

確認項目 指摘事項の有無 備考

法令に基づく手続き 有

労基署の調査で契約職員の割増賃金の算定基
準に齟齬があることを勧告されたため、過去
３年分の残業手当等を速やかに支払う対応を
行った。

職場環境 無

是正報告の内容については次のとおり。
１）令和６年度末（３月17日給与分）をもって、財形貯蓄の控除を廃止。
２）給与事務委託先に、対象となる職員区分を増設し、年俸額の正しい基礎賃
金の計算ができるよう依頼中（令和７年度分より時間外勤務手当に反映済）。
不足額については、対象となる職員全員（退職者含む）令和４年３月分まで遡
り、令和７年４月に支払。
３）給与事務委託先に、「深夜労働時間数」を賃金台帳に追加するよう、発注
依頼済。（令和７年度から反映できるように対応済）
４）産業医が職員の健診結果に全て目を通し、意見聴取が必要なものを判断。
５）パソコンやスマホから押下して出退勤の打刻を登録する勤怠システムを契
約し、令和７年度より運用開始予定。グループウエア内のログデータを、定期
的に出力し、実態との乖離がないか確認する。
④現職員に対しては文書と口頭で、退職者については対象者に文書で説明を
行った。事情の分からない退職者からは数件問合せがきており、５月30日現
在、対応中である。
⑤上記是正事項のうち、割増賃金の不足額については、契約職員の１時間あた
りの賃金の計算方法について、年俸額としてあらかじめ提示している「期末・
勤勉手当」「退職手当相当」等を割増賃金の算定基礎に含んで計算しなければ
ならないところ、含まずに計算、支給していたのが原因であった。そのため、
これまで支給した割増賃金と法令に則って支給すべきだった割増賃金との差額
について、労働基準法における時効の考え方に準じ、３年間を遡及し、財団の
負担において、令和７年４月30日に追加支給した。なお、今回の不適切な対応
における責任に対し、現専務理事と前専務理事が減給処分（減給１/10・１ヶ月
分）に相当する給与の自主返納、事務局長に対して文書訓戒の処分を行った。
⑥記者発表　なし。



【神奈川県立音楽堂】

４．定期・随時モニタリング実施状況の確認

５．管理運営等の状況

〔　指定管理業務　〕

事業計画の主な内容 実施状況等 実施状況に関わるｺﾒﾝﾄ

●管理物件の維持管理に関する業
務
 

多数の来館者・利用者を迎える
公共施設として、施設・設備を安
定稼働させ、良好な空間を保ち、
また、災害等の緊急時にも迅速に
対応し、来館者・利用者の安全を
確保する。

県民ホール本館、芸術劇場及び
音楽堂は、開館からの経過年数の
違いから、必要な保全の段階も異
なっているため、それらを適切に
管理し、利用者に安全・快適に利
用してもらうことが必要である。
そのために、以下２つを基本的な
考え方とする。

①３館の運営者として標準化した
業務基準・安全基準を持つこと

②開館からの経過や特性の異なる
それぞれの建物・設備を熟知し長
期的視点を持って管理すること

●管理施設の利用承認に関する業
務

令和３年度からの指定管理期間
を機に
・「各館のブランディングの強化
と３館一体の推進」
・「あらゆる人々に開かれた場」
・「地域との連携の強化」
・「厳しい経済環境への対応」
の実現につながるよう取り組む。

【３館共通事項を含む財団全体の
取組】
(再掲）
○経営方針に基づき、財団が神奈
川の芸術文化の創造と振興にさら
に力を発揮していくため令和３年
に定めた「理念」及び「創造に挑
む」「感動を分かち合う」「つね
に考える」「未来につなぐ」の４
つの「ミッション」のもと、昨年
度に引き続き指定管理業務や法人
運営業務を実施した。音楽堂はそ
の中で県民ホール、芸術劇場とは
異なる歴史性と地域性、音楽ホー
ルとしての専門性などの個性を活
かした運営を行った。

〇利用率はコロナ禍前かつ平成30
年度改修休館以前の水準（平成27
～29年度：84.9～92.6％）に戻
り、ようやくコロナ禍から脱却し
た感があるが、今後も継続的な努
力が必要である。[利用率：４年
度83.1%→５年度84.0%→６年度
86.9%]
〇「前川建築見学ツアーin音楽
堂」は、ボランティアグループ
bridgeにツアーガイドを務めても
らう等の協力を得て開催。

音楽堂は開館70周年
を迎え、年間の主催ラ
インナップ全体を「開
館70周年記念」と銘
打って展開したほか、
記者発表を行い、全国
紙や専門誌のほか県内
マスコミに特集記事と
して取り上げられるな
ど、効果的な広報によ
り集客を図った。

また、老朽化が進む
施設の修繕を県と協議
の上行い、施設の適切
な維持管理に取り組ん
だ。

令和６年12月にラン
サムウエアによるサイ
バー攻撃により財団情
報システムに大きな被
害が発生した。公演事
業や施設の運営がとま
らないよう対応を行っ
たが、再発防止やシス
テム環境の再構築が今
後の課題となってい
る。

月例業務報告
確認

遅滞・特記事項があった月 特記事項または遅滞があった場合はその理由

なし
遅滞はなかったが、時折、報告に誤りや不足が
あり、再提出や修正を求めることがあった。

現地調査等
の実施状況

実 施 頻 度 現地調査等の内容

月２回程度
施設の劣化・修繕必要箇所の確認、自主事業の
モニタリング等

意見交換等
の実施状況

実 施 頻 度 意見交換等の内容

月２回程度 苦情や懸案事項への対応、指定管理業務の対応

随時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにおける
指導・改善勧告等の

有無
有 ・ 無

指導・改善勧告等の内容



●音楽、演劇、舞踊その他の舞台
芸術及び美術の振興に関する業務

神奈川芸術文化財団は、４つの
ミッション
「創造に挑む」
「感動を分かち合う」
「つねに考える」
「未来につなぐ」
を柱とした芸術文化事業を展開
し、県民の方々へ上質で豊かなプ
ログラムを提供するとともに、参
加していただくなどの活動を通
し、社会や地域に創造性や活力が
育まれることを目指していく。

令和３年度より新たに社会連携
ポータル部門を設置し
①専門人材育成プログラム
②学校教育へのアプローチ
③あらゆる人々が芸術文化に親し
めることを目指すインクルーシブ
アプローチ
④地域との連携強化
の４つの機能を強化する。

参加者が少人数に分かれ、bridge
スタッフが丁寧な説明と対話で館
内を回るツアーは例年好評を得て
いる。建築のみならずＣＤ鑑賞の
時間を設け、音の響きも体感して
もらう等、音楽ホールならではの
取り組みも行った。県指定重要文
化財でもある当館の特徴を今後も
多くの人々に広めて行く。
〇紅葉ケ丘公立文化施設５館の連
携活動、通称「紅葉ケ丘まいら
ん」では、令和７年１月にスタン
プラリーや隣接する県立青少年セ
ンターの「子どもフェスティバ
ル」と連携するなどした合同イベ
ントを実施した。
紅葉ケ丘の文化ゾーンに建つ文化
施設が連携することにより、住民
との交流を通して地域の活性化、
さらには新たな顧客獲得につなげ
て行く。

《音楽堂の施設を活用する収益事
業》
〇公益目的の利用（芸術文化に係
る公演等）が見込まれない場合
は、ホールを講演会あるいは研修
会などのための利用に貸し出し、
その収益を公益目的事業の財源に
充当した。近年、ホワイエ等建物
の空間を使った雑誌や広告の撮影
の要望が増えており、こうした例
も含めて利用料の増に寄与するよ
う活用している。

芸術文化事業は16事業／41演目
（52公演）・34企画（36回）。
入場者数等は30,963人であった。
○令和６年11月４日に開館70周年
を迎えた。これを機に、１年間の
主催事業を「開館70周年記念事
業」と銘打ち、音楽堂の歴史性、
音響、名建築などの存在価値を全
国にアピールする企画を行った。
〇特に11月上旬の期間を「開館70
周年記念週間」として、11月２日
に「音楽堂建築見学会」、３日に
「音楽堂ファミリーデー」、４日
は「開館70周年記念ガラコンサー
ト 紅葉坂の四季」を開催した。
また、期間中を通して、ホワイエ
を使った「音楽堂アーカイブ展」
を実施。出演者のサイン帳や過去
の公演チラシやポスターの掲示を
行い、現代と歴史をつなぐ取組を
行った。
〇室内楽ホールとしての音楽堂の
可能性を示すフラッグシップとな
る「音楽堂室内オペラ・プロジェ
クト」では、日本の古楽の新時代
を代表する奏者として注目される
濱田芳通指揮アントネッロの演奏
で上演。



兵庫県立芸術文化センターとアン
トネッロの３者共同制作で新制作
に取り組んだ。
映像を活用し、音楽堂の舞台空間
と音響を活かしたプロダクション
でオペラ制作の新たな可能性を見
出す企画となり、熱心なスタン
ディングオベーション、ＳＮＳで
の熱狂的な反応などの反響を得
た。
また地域創造の助成を得て、県域
の公立文化施設、音楽大学等と連
携し、親幅広い対象に向けた関連
企画を行った。
〇もう一つのフラッグシップであ
る、世界の至宝といえる奏者によ
る室内楽コンサートシリーズ「音
楽堂ヘリテージ・コンサート」は
４つの上演を行った。
・カナダ出身の２人のピアニスト
のデュオ・コンサート「２人のア
ムラン」は、２台ピアノと、それ
ぞれのソロパートが両方楽しめる
企画として好評を得た。
・世界屈指の合唱団であるベルリ
ンRIAS室内合唱団（共催）は、６
年ぶりの来日とあり、満席となっ
たほか、全日本合唱連盟と連携
し、前日はリハーサル公開と合唱
のクリニックを行った。
・チェロのスティーヴン・イッ
サーリスは2022年以来の２年ぶり
の来日となり、「チェコ音楽と
ベートヴェン」をテーマにした音
楽会を開催した。
・実力派弦楽四重奏団として世界
の最前線で活躍するベルチャ弦楽
四重奏団とエベーヌ弦楽四重奏団
の共演コンサートという稀有な機
会では、当日の満席の拍手はもと
より、SNS等でも大きな反響を呼
んだ。
〇「子どもと大人の音楽堂」シ
リーズでは、神奈川・横浜の地域
課題の一つである多文化共生を
テーマにした「子どものための音
楽堂 せかいはともだち！」ジャ
ンルレスな音楽やアートを楽しむ
大人向けのエンタテインメント
「大人のための音楽堂 音楽堂の
ピクニック」の２つを開催した。
・「せかいはともだち！」では
ホール内でのコンサートだけでな
く、中国語、韓国語、英語、ポル
トガル語などの言語サポーター
や、地元当事者のグループによる
パフォーマンス、ワークショップ
を行った。
また隣接する県立図書館、横浜市
立図書館からの協力を得て、世界
の言語による絵本が読めるコー
ナーをつくり、読み聞かせを行っ
た。



〔　参考：自主事業　〕

事業計画の主な内容 実施状況等

リフレッシュ・サービス 音楽堂周辺には飲食施設が少ないが、固定
のドリンクカウンターがないので、主催公
演では神奈川県内のNPOを通じて福祉作業所
による手作り菓子やパンの販売を委託し、
開場時間や休憩時間を快適に過ごしていた
だけるよう工夫している。このサービスは
音楽堂主催公演の名物となっており、令和
６年度は特に音楽堂室内オペラ・プロジェ
クトなどを中心に、SNSでも多く投稿が見ら
れるなど、来場者にも好評を博している。

・「音楽堂のピクニック」では美
術家・小金沢健人らのディレク
ションのもと、チラシ、プログラ
ム、特設サイトと特設ＳＮＳも含
めたトータルコンセプトで、10組
以上のアーティストが舞台や客
席、ホワイエを使用し、延べ７時
間に渡り様々なパフォーマンスや
テーマトークを披露した。
〇従来の表現・思考のスタイルに
とらわれない新しい表現を紹介す
るシリーズ「新しい視点」では、
公募プログラム「紅葉坂プロジェ
クト」で令和５年度に審査・採択
した企画案の本公演を７月に実施
するともに、令和７年度実施に向
けた新たな企画公募・審査・ワー
クインプログレスを実施した。
〇57回目となる歴史的コンサート
シリーズ、「ヘンデル「メサイ
ア」全曲」演奏会では高校生から
90代まで幅広い年齢層の県民合唱
参加により進化を続けている。
〇教員に向けた「先生のためのア
ウトリーチ」では県域の教育委員
会や研究会と連動し、アーティス
トを派遣してワークショップを
行った。
〇公演への理解を深める関連企画
ではホワイエでドリンクを片手に
講師や参加者同士が交流できるコ
ミュニケーションタイムを設けた
新しいタイプの「街なかトークカ
フェ」を行った。
〇社会連携ポータル課と連携し
て、６名の学生のインターンシッ
プを受け入れた「音楽堂＆県民
ホール制作・広報インターン」、
近隣施設と提携した「紅葉ケ丘ま
いらん」、多彩な共催事業の実施
等の取組で、次世代の人材育成
や、地域に開かれ音楽文化の振興
をはかる公共ホールとしての役割
を追求した。



６．利用状況

目標値の設定根拠：

利用者数の算出方法（対象）：

※原則は人数だが、施設の状況等により変更可能。単位を変更した場合はその理由

経営改善目標（第６次経営改善計画内）

主催事業は指定管理者が確認、共催貸館事業は主
催者からの報告による。（対象者：施設への来館
者、利用者）

＜備 考＞

目　標　値 116,200 132,800 149,400

目標達成率 69.7% 84.1% 73.3%

利用者数※ 80,941 111,662 109,453

対前年度比 138.0% 98.0%

評価 ≪評価の目安≫
目標値を設定し目標達成率で、Ｓ：１１0％以上　Ａ：１00％以上～１１0％未満
Ｂ：８５％以上～１00％未満　Ｃ：８５％未満

Ｃ

前々年度 前年度 令和６年度



７．利用者の満足度

〔 サービス内容の総合的評価 〕

質問内容

実施した調査の配布方法 回収数／配布数 ／ ＝

配布(サンプル)対象

(複数回実施した場合は、平均値を記載。)

4.1% 3.3%

＜備 考＞
本質問に対する有効回答数は２４４件であったが、全体の回収数は３３１件であった。
令和５年度は貸館利用者（公演主催者）のみのアンケート結果を指標としていたが、今回はそれに来館
者のアンケート結果も加えたため、回収数、配布数ともに大幅に増加している。

回答率の
対前年度比

77% 123%

サービス内容の総合
的評価の回答数

126 100 10 8 244

前年度回答率 66.7% 33.3%

前年度の
回答数

8 4 12

回答率 51.6% 41.0%

用紙配布・ＷＥＢ 331 4,299 7.7%

公演等の主催者

満足
どちらか
といえば

満足

どちらか
といえば

不満
不満 合計

満足、不満に回答が
あった場合はその理由

満足度調査の
実施内容

協定に定めた調査内容 実施結果と分析

（１）簡易アンケート
　管理施設の窓口等に常時用
紙を備え、管理施設の利用者
等に対して、簡便な方法で常
時実施するアンケート
（２）詳細アンケート
　年１回、時期を定めて、よ
り詳細な質問項目のアンケー
トを、管理施設の利用者等へ
のアンケート用紙の配布及び
管理施設ホームページにおい
て実施し、結果を分析するア
ンケート

　有効回答数は244件であった。「施
設を利用した全体的な印象」につい
て90％超が「満足」「どちらかとい
えば満足」と回答しており、概ね評
価していただいていることが分か
る。

主催者：今回、施設をご利用いただいた全体的な印象をお聞かせください。
来館者：施設の運営や管理についての全体的な印象についてお聞かせください。

評価 ≪評価の目安≫
「満足」（上位二段階の評価）と答えた割合が、Ｓ：９0％以上　Ａ：７0％以上～９
0％未満　Ｂ：５0％以上～７0％未満　Ｃ：５0％未満
※評価はサービス内容の総合的評価の｢満足｣回答割合で行う。Ｓ



８．収支状況

〔　指定管理業務　〕 (単位:千円)

(単位:千円)

/ / /

＜備 考＞
（前々年度・当初予算）事業収入：40,461、補助金等収入：21,565　等
（前々年度・決算）事業収入：42,528、補助金等収入：33,068、特定資産取崩収入：17,395　等

（前年度・当初予算）事業収入：27,936、補助金等収入：21,000　等
（前年度・決算）事業収入：26,829、雑収入：5,806、他事業からの繰入金収入：5,500　等

（令和６年度・当初予算）事業収入：38,620、補助金等収入：21,700　等
（令和６年度・決算）事業収入：35,261、補助金等収入：35,752　等

※支出に納付金が含まれる場合、その内数

令和６年度 前年度 前々年度

0

決算 219,307 31,685 93,107
備考の
とおり

344,099 327,124 16,975 105.19%

令
和
６
年
度

当初
予算 219,307 32,400 91,225

備考の
とおり

342,932

前
年
度

342,932

317,962 317,962 0

決算 217,603 34,679 42,083
備考の
とおり

294,365

当初
予算 217,603 35,348 65,011

備考の
とおり

293,320 1,045 100.36%

支出 収支差額

決算 216,405 28,944 101,935
備考の
とおり

347,284 362,523 -15,239 95.80%

前
々
年
度

当初
予算 216,405 30,298 86,144

備考の
とおり

332,847 332,847 0

評価 ≪評価の目安：収支差額の当初予算額が０円の施設≫
収入合計／支出合計の比率が、Ｓ(優良)：１0５％以上　Ａ(良好)：１00％～１0５％
未満　Ｂ(概ね計画どおりの収支状況である)：８５％～１00％未満　Ｃ(収支比率に
１５％を超えるマイナスが生じている)：８５％未満Ｓ

収入の状況 支出の状況 収支の状況

指定管理料 収支比率利用料金 その他収入
その他収入
の主な内訳

収入合計



９．苦情・要望等 該当なし

3 件

1 件

件

件

1 件

※指定管理者に起因するものを記載。その他、苦情・要望への対応を行ったものを記載。

１0．事故・不祥事等 該当なし

発生日

１発生時の詳細な状況
２県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
３その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
４施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
５原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記入）
６記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

令和６年
１２月１日

１ ＜外部からのサイバー攻撃＞
令和６年12月１日（日）：財団サーバが外部からのサイバー攻撃を受け、サー
バーに保管していたデータが暗号化され使用不能になる事態が発生した。
同日午前２時32分：サーバの管理者（財団から受託を受けている事業者）が、
サーバ内に発生した異常を検知したため調査するとともに、復旧対応。
同日午前９時57分：復旧に至らず、サーバを遮断。
同日午後２時25分：サーバの管理者からランサムウェアに感染した可能性が高い
との報告を財団が受けた。
２ 発生当日に県文化課に状況を報告し、翌日以後神奈川県警に被害を届け出、以
後並行して県のデジタル戦略本部室に報告、相談しながら対策を進めた。
３ サイバー攻撃直後から、セキュリティ対策の観点から外部とのインターネット
を介した通信を遮断しながら、通常の貸館利用、主催公演等の業務については極
力中止等を行わないよう業務を進めた。
　現在は、暫定的ながら相当のセキュリティを施した端末を新たに配備するな
ど、外部との通信を確保し、不自由な中でも通常の業務に対応している。また、
並行して、外部有識者も交え、強固なセキュリティ対策を施した新たなシステム
の構築に向けて取り組んでいる。
４ 発生当日から状況の説明と理解を求める発信を各施設のホームページ、ＳＮＳ
等で行い、利用者に対しては口頭で各担当職員が状況を説明し、クレームにはい
たっていない。
５ 財団の負担において、専門業者に相談しながら、原因調査中である。
６ 令和６年12月２日（月）県政記者クラブにて記者発表。記者発表資料は以後下
記のとおり県のホームページに記載。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi４/prs/r8670184.html

事業内容

その他 要望

〇各座席の見え方を事前に知りた
かった。

〇今後ホームページ更
新の機会等に座席
ビューの取り入れ等検
討していく。

施設・設備
〇バリアフリー化してほしい。
〇トイレの表示が分かりづらい。
〇Wifiを充実させてほしい。

〇トイレと自販機の表
示は令和６年度内に財
団工事で改善した。

職員対応 要望

〇警備員を増やしてほしい。 〇特定の公演開催時な
ど、警備員、主催者と
職員が連携しながら必
要な安全確保を行って
いく。

要望
苦情

分野 報告件数 概要 対応状況



※随時モニタリングを実施した場合は必ずその内容を記載。

※過去に発生したものでも、新たな対応等を実施した場合には、その内容を記載。

※なお、大きな事故・不祥事について改善勧告を行わなかった場合は、その理由を併せて記載。

１ ＜労働基準監督署からの指摘とその対応について＞
　財団本部と県民ホールの両事業所を対象に、令和７年１月に受けた労働基準監
督署の調査の結果、２月12日に、次の項目について３月21日までに是正するよう
是正勧告書を受け取った。
１．法違反により是正勧告された事項
１）労使協定がないにもかかわらず財形貯蓄費用を賃金から控除して支払ってい
ること。※県民ホールのみ指摘
２）支給額が確定している年俸額のうち一部を割増賃金の基礎となる賃金に算入
していないこと。（不足額については、令和６年５月１日に遡及して支払うこ
と。）
３）労働者各人別に賃金台帳に、深夜労働時間数を記入していないものがあるこ
と。
４）定期健康診断の結果、異常の所見が認められた者の健康を保持するために必
要な措置について、医師の意見を聴いていないこと。
２. 改善指導を受けた事項
　労働時間の把握方法として自己申告制を採用しているが、自己申告された労働
時間と実労働時間とが合致しているか否かについての実態調査を行っていない。
ついては労働時間の適正な把握に向けた方策を講ずるとともに、その結果及び実
行後１カ月間の労働時間管理の状況について、報告すること。
　また始業・終業時刻の確認及び記録について、使用者が自ら、タイムカード、
ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、
適正に記録することができないか、併せて検討しその結果を報告すること。
２ ２月13日、県文化課に報告。
３ 是正勧告を受けた事項に対し、職員代表を交えた検討、及び顧問社労士等とも
相談の上、具体的是正・改善内容を「是正報告書」としてまとめ、３月21日に労
働基準監督署に提出した。是正報告の内容については次のとおり。
１）令和６年度末（３月17日給与分）をもって、財形貯蓄の控除を廃止。
２）給与事務委託先に、対象となる職員区分を増設し、年俸額の正しい基礎賃金
の計算ができるよう依頼中（令和７年度分より時間外勤務手当に反映済）。
不足額については、対象となる職員全員（退職者含む）令和４年３月分まで遡
り、令和７年４月に支払。

３）給与事務委託先に、「深夜労働時間数」を賃金台帳に追加するよう、発注依
頼済。（令和７年度から反映できるように対応済）
４）産業医が職員の健診結果に全て目を通し、意見聴取が必要なものを判断。
５）パソコンやスマホから押下して出退勤の打刻を登録する勤怠システムを契約
し、令和７年度より運用開始予定。グループウエア内のログデータを、定期的に
出力し、実態との乖離がないか確認する。
４ 現職員に対しては文書と口頭で、退職者については対象者に文書で説明を行っ
た。事情の分からない退職者にからは数件問合せがきており、５月30日現在、対
応中である。
５ 上記是正事項のうち、割増賃金の不足額については、契約職員の１時間あたり
の賃金の計算方法について、年俸額としてあらかじめ提示している「期末・勤勉
手当」「退職手当相当」等を割増賃金の算定基礎に含んで計算しなければならな
いところ、含まずに計算、支給していたのが原因であった。そのため、これまで
支給した割増賃金と法令に則って支給すべきだった割増賃金との差額について、
労働基準法における時効の考え方に準じ、３年間を遡及し、財団の負担におい
て、令和７年４月30日に追加支給した。なお、今回の不適切な対応における責任
に対し、現専務理事と前専務理事が減給処分（減給１/10・１か月分）に相当する
給与の自主返納、事務局長に対して文書訓戒の処分を行った。
６ 記者発表　なし。

令和７年
２月１２日



１１．労働環境の確保に係る取組状況

職場環境 無

※指摘事項は、県による監査（包括外部監査含む）又は労働基準監督署によるものとし、有とした場合は備考欄に
概要を記載。

職員の配置体制 無

労働時間 無

確認項目 指摘事項の有無 備考

法令に基づく手続き 有

労基署の調査で契約職員の割増賃金の算定基準
に齟齬があることを勧告されたため、過去３年
分の残業手当等を速やかに支払う対応を行っ
た。
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